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令和 3 年 3 月 8 日 

総務常任委員会資料 

市 長 公 室 人 事 課 

 

 

令和３年度組織機構改革等について 

 

 

１．新たな職の設置 

 

都市基盤の整備を推進するため、技監を置く。 

 

 

２．現行組織と新組織の比較表 

 

※機構改革のある部について掲載   部分が機構改革に関わる部分 

総務部 総務部

総務課 総務課

総務係 総務係

ＩＴ推進課 ＩＴ推進課

ＩＴ推進係 企画調整係

システム運用係

管財課 管財課

管財係 管財係

契約課 契約課

契約係 契約係

市民税課 市民税課

庶務諸税係 庶務諸税係

個人住民税係 個人住民税係

資産税課 資産税課

庶務・償却資産係 庶務・償却資産係

土地係 土地係

家屋係 家屋係

納税課 納税課

収納係 収納係

納税管理係 納税管理係

情報管理係

現行組織

情報管理係

新組織
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福祉こども部 福祉こども部

地域福祉課 地域福祉課

地域援護係 地域援護係

生活支援課 生活支援課

生活支援庶務係 生活支援庶務係

保護第１係 保護第１係

保護第２係 保護第２係

保護第３係 保護第３係

保護第４係 保護第４係

障害福祉課 障害福祉課

庶務企画係 庶務企画係

社会参加推進係 社会参加推進係

自立支援係 福祉サービス係

こども福祉課 こども福祉課

子育て企画係 子育て企画係

児童給付係 児童給付係

学童保育係 学童保育係

地域子育て支援基幹センター 地域子育て支援基幹センター

保育支援課 保育支援課

計画係 計画係

管理係 管理係

保育支援係 保育支援係

各保育所 各保育所

保健推進課 保健推進課

健康企画係 健康企画係

発達支援係 発達支援係

親子健康係 親子健康係

新組織現行組織
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健康長寿部 健康長寿部

健康生きがい課 長寿生きがい課

健康づくり係 生きがい振興係

生きがい振興係

健康づくり推進課

地域企画係

保健事業係

介護保険課 介護保険課

保険料係 保険料係

給付係 給付係

介護認定係 介護認定係

年金医療課 年金医療課

後期高齢者医療係 後期高齢者医療係

福祉医療係 福祉医療係

国民年金係 国民年金係

国民健康保険課 国民健康保険課

国保管理係 国保管理係

国保資格給付係 国保資格給付係

国保料収納係 国保料収納係

国保保健事業係

新組織

介護予防推進係地域包括ケア・介護予防推進係

現行組織

地域包括ケア推進係
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教育委員会 教育委員会

事務局教育部 事務局教育部

教育総務課 教育総務課

企画庶務係 企画庶務係

教職員係 教職員係

学校管理課 学校管理課

学校管理係 学校管理係

保健給食係 保健給食係

生涯学習課 生涯学習課

生涯学習係 生涯学習係

事業係 事業係

各公民館 各公民館

博物館管理課 博物館管理課

企画学芸係 企画学芸係

資料学芸係 資料学芸係

教育支援センター 教育支援センター

学校教育課 学校教育課

学事係 学事係

教育指導係 教育指導係

教育ＩＣＴ推進室

教育支援課 教育支援課

学校支援係 学校支援係

家庭地域支援係 家庭地域支援係

児童生徒支援係 児童生徒支援係

生涯学習センター 生涯学習センター

源氏物語ミュージアム 源氏物語ミュージアム

歴史資料館 歴史資料館

中央図書館 中央図書館

図書係 図書係

東宇治図書館 東宇治図書館

西宇治図書館 西宇治図書館

善法青少年センター 善法青少年センター

河原青少年センター 河原青少年センター

大久保青少年センター 大久保青少年センター

各小学校 各小学校

各中学校 各中学校

各幼稚園 各幼稚園

現行組織 新組織

学校規模適正化推進室学校規模適正化推進室
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※部や課等の数の増減 

 部 室・事務局・署など 課 係 

令和３年度 １２ １１ ７２ １７４ 

令和２年度 １２ １１ ７１ １７１ 

増減 ±０ ±０ ＋１ ＋３ 

 

 

３．業務の移管を図る部門 

 

 ※各項目 左側・・移管元  右側・・移管先 （移管先については新名称で記載） 

 

◎ 総務部総務課 → 総務部ＩＴ推進課 

  「マイナンバー制度に係る調整に関する業務」をＩＴ推進課に移管する。 

 

◎ 産業地域振興部市民課 → 総務部ＩＴ推進課 

  「マイナンバーカードの交付に関する業務」、「通知カード及び個人番号カードに関

する業務」をＩＴ推進課に移管する。 

 

◎ 健康長寿部健康生きがい課 → 健康長寿部健康づくり推進課 

  「保健対策に係る総合計画に関する業務」、「食育の推進に関する業務」、「健康づく

りの推進に関する業務」、「休日急病診療所に関する業務」、「感染症及び食中毒に関す

る業務」等を健康づくり推進課に移管する。 

 

◎ 健康長寿部健康生きがい課 → 健康長寿部介護保険課 

  「在宅介護・医療連携に関する業務」を介護保険課に移管する。 

 

◎ 健康長寿部年金医療課 → 健康長寿部健康づくり推進課 

  「後期高齢者の健康診査事業に関する業務」を健康づくり推進課に移管する。 

 

◎ 健康長寿部国民健康保険課 → 健康長寿部健康づくり推進課 

  「保健事業に関する業務」、「特定健診・特定保健指導事業に関する業務」を健康づ

くり推進課に移管する。 

 


